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衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
整
備
新
幹
線
の
着
実
な
建
設
を
進
め
る
上
で
考
慮
す
べ
き
事
項
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
来
年
度
以
降
建
設
が
続
く
三
区
間
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
北
海
道
新
幹

線
新
青
森
・
新
函
館
（
仮
称
）
間
、
北
陸
新
幹
線
長
野
・
金
沢
間
及
び
九
州
新
幹
線
武
雄
温
泉
・
諫
早
間
の
各
区
間
に
係
る

整
備
新
幹
線
整
備
事
業
費
の
残
額
（
各
区
間
の
着
工
か
ら
平
成
十
九
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
決
算
額
の
累
計
額
及
び

平
成
二
十
年
四
月
の
物
価
水
準
に
基
づ
き
将
来
に
お
け
る
建
設
物
価
の
上
昇
や
コ
ス
ト
縮
減
等
も
考
慮
し
て
試
算
し
た
、
平

成
二
十
年
度
か
ら
各
区
間
の
事
業
終
了
ま
で
の
間
に
お
い
て
必
要
と
見
込
ま
れ
る
事
業
費
の
合
計
額
か
ら
、
各
区
間
の
着
工

か
ら
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
決
算
額
の
累
計
額
、
平
成
二
十
一
年
度
予
算
か
ら
の
繰
越
額
及
び
平
成
二

十
二
年
度
当
初
予
算
額
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
四
千
二
百
九
十
五
億
円
、
六

千
四
百
四
十
八
億
円
及
び
二
千
六
百
五
十
億
円
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
合
計
額
一
兆
三
千
三
百
九
十
三
億
円
を
御
指
摘
の
二
千

六
百
億
円
で
除
し
た
数
値
は
、
約
五
・
二
で
あ
る
。
な
お
、
政
府
に
お
い
て
、
平
成
二
十
二
年
度
当
初
予
算
に
お
け
る
整
備

新
幹
線
整
備
事
業
費
で
あ
る
二
千
六
百
億
円
と
い
う
水
準
を
今
後
維
持
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
い
う
事
実
は
な
い
。

一



二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
直
近
の
用
地
取
得
率
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
北
海
道
新
幹
線
新
青
森
・

新
函
館
（
仮
称
）
間
、
北
陸
新
幹
線
長
野
・
金
沢
間
及
び
九
州
新
幹
線
武
雄
温
泉
・
諫
早
間
の
各
区
間
に
つ
い
て
、
用
地
取

ち
ょ
く

得
の
進
�
率
の
指
標
と
し
て
使
用
し
て
い
る
、
新
幹
線
本
線
の
全
工
事
延
長
の
う
ち
工
事
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
延
長
の
割

合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
七
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
九
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
三
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
用
地
の
取
得
や
工
事
着
手
に
至
る
ま
で
の
状
況
が
様
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
例
え
ば
、
直
近
に
お
い
て
、
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十

一
号
）
附
則
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
木
工
事
に
係
る
工
事
実
施
計
画
の
認
可
を
行
っ
た
九
州
新
幹
線
武
雄
温
泉
・

諫
早
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
工
事
実
施
計
画
の
認
可
後
、
土
木
工
事
の
着
手
に
至
る
ま
で
に
七
か
月
程
度
の
期
間
を
要
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

仮
定
の
御
質
問
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、
一
般
に
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援

二



機
構
の
職
員
の
配
置
等
は
、
整
備
新
幹
線
整
備
事
業
の
進
捗
状
況
等
も
踏
ま
え
て
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
未
着
工
区
間
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
「
整
備
新
幹
線
の
未
着
工
区
間
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十

二
年
八
月
二
十
七
日
整
備
新
幹
線
問
題
検
討
会
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
北
海
道
新
幹
線
、
北
陸
新
幹
線
、
九
州
新
幹
線
の

未
着
工
区
間
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
総
合
的
な
交
通
体
系
に
お
け
る
位
置
付
け
も
勘
案
し
つ
つ
、
「
整
備
新
幹
線
の
整
備

に
関
す
る
基
本
方
針
」
、
「
当
面
の
整
備
新
幹
線
の
整
備
方
針
」
に
お
け
る
基
本
的
な
着
工
条
件
を
前
提
に
、
整
備
効
果
が

有
効
に
発
現
し
う
る
よ
う
、
全
線
の
具
体
的
将
来
像
を
踏
ま
え
た
検
討
を
行
う
」
、
「
こ
の
た
め
、
今
後
、
各
線
区
に
つ
い

て
、
・
・
・
さ
ら
に
詳
細
な
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
」
及
び
「
将
来
に
未
解
決
の
問
題
を
先
送
り
し
な
い
よ
う
、
着
工
に

当
た
っ
て
の
基
本
的
な
条
件
が
確
実
に
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
着
工
す
る
も
の
と
す
る
」
と
し
て
い
る
こ

と
等
を
踏
ま
え
、
整
備
新
幹
線
問
題
調
整
会
議
等
に
お
い
て
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

三


